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令 和 ４ 年 第 ４ 回 蕨 戸 田 衛 生 セ ン タ ー 組 合 議 会 定 例 会 

 

会  期  日  程 

 

自 令和４年１１月１４日 

至 令和４年１１月１８日 
５日間 

日程 月 日 曜日 開議時刻 会 議 名 議  事  内  容 

１ 11月14日 月 午前１０時 本 会 議 ○開  会 

○開  議 

○継続審査に対する委員長報告 

○会議録署名議員の指名 

○会期の決定 

○管理者報告 

○管理者提出議案の一括上程 

○議案第７号から第９号の説明、 

 質疑、委員会付託、討論、採決 

○認定第１号、議案第10号から議 

 案第13号の説明 

○監査報告 

○認定第１号、議案第10号から議 

 案第13号に対する質疑 

○認定第１号、議案第10号から議 

 案第13号の委員会付託 

   本会議散会後 委 員 会 ○付託事件の審査 

２ 11月15日 火  休 会 午前10時一般質問通告受付締切 

３ 11月16日 水  休 会  

４ 11月17日 木  休 会  

５ 11月18日 金 午前１０時 本 会 議 ○開  議 

○一般質問 



○付託事件に対する委員長報告 

○委員長報告に対する質疑 

○討論、採決 

○閉会中の継続審査事項の委員会 

 付託 

○閉  会 
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蕨戸田組告示第５号 

令和４年１１月７日 

 

 令和４年１１月１４日、令和４年第４回蕨戸田衛生センター組合議会（定例会）

を蕨戸田衛生センター組合議場に招集する。 

 

 

 

蕨戸田衛生センター組合 

管理者 賴 髙 英 雄 
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応招、不応招議員 

◇応招議員    ２０名 

      １番 武 下   涼 議員     ２番 宮 下 奈 美 議員 

      ３番 中 野たかゆき 議員     ４番 今 井 陽 子 議員 

      ５番 古 川   歩 議員     ６番 本 田 てい子 議員 

      ７番 大 石 圭 子 議員     ８番 根 本   浩 議員 

      ９番 三 輪かずよし 議員    １０番 前 川 やすえ 議員 

     １１番 小金澤   優 議員    １２番 むとう 葉 子 議員 

     １３番 竹 内 正 明 議員    １４番 野 澤 茂 雅 議員 

     １５番 矢 澤 青 河 議員    １６番 本 田   哲 議員 

     １７番 峯 岸 義 雄 議員    １８番 そごう 拓 也 議員 

     １９番 山 崎 雅 俊 議員    ２０番 榎 本 守 明 議員 

 

◇不応招議員 なし 



 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 第 ４ 回 

 

 

 

 

蕨戸田衛生センタ ー組合議会（定例 会） 

 

 

 

 

１１月１４日（月） 
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令和４年第４回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第１日 

 

令和４年１１月１４日（月） 

議事日程 

 １．開  会 

 ２．開  議 

 ３．継続審査に対する委員長報告 

  ⑴ 議会運営委員会委員長 

 ４．会議録署名議員の指名 

 ５．会期の決定 

 ６．管理者報告 

 ７．管理者提出議案の一括上程 

  ⑴ 議案第 ７号 蕨戸田衛生センター組合公平委員会委員の選任の同意について 

  ⑵ 議案第 ８号 蕨戸田衛生センター組合公平委員会委員の選任の同意について 

  ⑶ 議案第 ９号 蕨戸田衛生センター組合公平委員会委員の選任の同意について 

  ⑷ 認定第 １号 令和３年度蕨戸田衛生センター組合会計歳入歳出決算認定につい 

           て 

  ⑸ 議案第１０号 蕨戸田衛生センター組合職員の定年等に関する条例等の一部を改 

           正する等の条例 

  ⑹ 議案第１１号 会計年度任用職員の報酬等に関する条例 

  ⑺ 議案第１２号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑻ 議案第１３号 令和４年度蕨戸田衛生センター組合会計補正予算（第１号） 

 ８．議案第７号から議案第９号の説明、質疑、委員会付託、討論、採決 

 ９．認定第１号、議案第１０号から議案第１３号の説明 

 10．決算認定に関する代表監査委員の報告 

 11．認定第１号、議案第１０号から議案第１３号に対する質疑 

 12．認定第１号、議案第１０号から議案第１３号の委員会付託 

 13．散  会 
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◇ 本日の会議に付した事件 

 日程第１から日程第７まで議事日程に同じ 

 ８．委員長報告 

  ⑴ 議会運営委員会委員長 

 ９．議案第８号の撤回の件の説明、採決 

 10．議案第７号及び議案第９号の説明、質疑、委員会付託、討論、採決 

 11．認定第１号、議案第１０号から議案第１３号の説明 

 12．決算認定に関する代表監査委員の報告 

 13．認定第１号、議案第１０号から議案第１３号に対する質疑 

 14．認定第１号、議案第１０号から議案第１３号の委員会付託 

 15．散  会 
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令和４年１１月１４日（月） 

◇出席議員 （２０名） 

   １番 武 下   涼 議員     ２番 宮 下 奈 美 議員 

   ３番 中 野たかゆき 議員     ４番 今 井 陽 子 議員 

   ５番 古 川   歩 議員     ６番 本 田 てい子 議員 

   ７番 大 石 圭 子 議員     ８番 根 本   浩 議員 

   ９番 三 輪かずよし 議員    １０番 前 川 やすえ 議員 

  １１番 小金澤   優 議員    １２番 むとう 葉 子 議員 

  １３番 竹 内 正 明 議員    １４番 野 澤 茂 雅 議員 

  １５番 矢 澤 青 河 議員    １６番 本 田   哲 議員 

  １７番 峯 岸 義 雄 議員    １８番 そごう 拓 也 議員 

  １９番 山 崎 雅 俊 議員    ２０番 榎 本 守 明 議員 

 

◇欠席議員 （な し） 

 

◇職務のため出席した者 

甲斐 基樹 書 記 長   

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 今井 良助 代表監査委員 

菅原 文仁 副 管 理 者 小柴 正樹 嘱 託 

奥田 純子 会計管理者 小谷野賢一 嘱 託 

渡辺 靖夫 事 務 局 長 有里 友希 嘱 託 

山本 義幸 次 長 吉野 博司 嘱 託 

木村 和正 総 務 課 長 栗原  誠 嘱 託 
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令和４年第４回蕨戸田衛生センター組合議会

定例会会議録第１号 

 

令和４年１１月１４日（月曜日） 

午前１０時００分開会 

 

◎開会と開議の宣告 

○峯岸義雄議長 ただいまより、令和４年第

４回蕨戸田衛生センター組合議会定例会を

開会いたします。 

  直ちに、本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議事日程の報告 

○峯岸義雄議長 本日の議事日程につきまし

ては、お手元にお配りしたとおりでありま

すので、ご了承願います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会委員長報告 

○峯岸義雄議長 最初に、議会運営委員会委

員長の報告を求めます。 

  議会運営委員会委員長 ７番 大石圭子

議員。 

〔７番 大石圭子議員 登壇〕 

○７番 大石圭子議員 おはようございます。 

  令和４年第４回蕨戸田衛生センター組合

議会定例会に係る議会運営委員会を去る

１１月２日に開催いたしました。その決定

事項についてご報告申し上げます。 

  お手元に会期日程案及び議事日程をお配

りしておりますので、ご参照をお願いいた

します。 

  まず、会期日程でございますが、蕨市、

戸田市の日程並びに提出議案等を勘案し、

本日１１月１４日から１１月１８日までの

５日間とすることに決定いたしました。 

  一般質問の発言通告は１１月１５日午前

１０時までとする、また、質疑の発言通告

は代表監査委員の報告後、本会議再開時ま

でとする、以上のとおり決定いたしました。 

  次に、議事日程でありますが、審議の結

果お配りいたしましたとおりでありますが、

議案第７号から議案第９号につきましては、

人事案件でありますので、委員会付託を省

略し、先議することに決定いたしました。 

  以上で、議会運営委員会の報告とさせて

いただきます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会議録署名議員の指名 

○峯岸義雄議長 次に、会議録署名議員の指

名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第８８条の

規定により、 

   ５番  古 川   歩 議員 

  １５番  矢 澤 青 河 議員 

 を指名いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会期の決定 

○峯岸義雄議長 次に、会期決定の件を議題

といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、ただいまの議会運営

委員会委員長の報告のとおり、本日１１月

１４日から１１月１８日までの５日間とい

たしたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、５日間と決

定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者報告 

○峯岸義雄議長 次に、管理者の報告を求め

ます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 おはようございます。 
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  本日ここに、令和４年第４回蕨戸田衛生

センター組合議会定例会を招集申し上げま

したところ、議員各位におかれましては、

公私とも大変お忙しい中ご参集をいただき、

厚く御礼を申し上げます。 

  なお、本組合議会の定例会は年内最後と

なりますが、議員の皆様には、組合業務の

円滑なる運営につきまして特段のご協力を

いただき、重ねて感謝を申し上げます。 

  また、去る１０月３日には組合議会研修

会として、実際にごみ処理施設の工場棟の

中に入られるなど組合の各施設の見学をい

ただいたとのことであり、令和元年度から

行ってまいりました基幹的設備改良工事の

状況や各施設の運転状況についてご確認、

ご理解をいただけたものと存じます。 

  さて、本定例会に提出する案件は、人事

案件３件、決算認定１件、条例案３件、予

算案１件の計８件であります。 

  慎重なるご審議の上、ご同意、ご認定、

ご議決くださいますようお願い申し上げま

す。 

  それでは、これから前定例会後の主なる

事項についてご報告申し上げます。 

  最初に、例年実施しておりますダイオキ

シン類の測定結果について申し上げます。 

  まず、環境への影響が大きい、ごみ焼

却に伴って大気中に放出される排気ガス

中のダイオキシン類の濃度につきまして

は、Ａ号炉０．０００２ナノグラム、Ｂ

号炉０．０００５３ナノグラム、Ｃ号炉

０．００２９ナノグラムという結果となり

ました。 

  令和元年度から継続事業として実施して

きた基幹的設備改良工事の施工前に比べ、

大気中に放出されるダイオキシン類は１００

分の３以下に削減されており、ダイオキシ

ン類対策特別措置法の規制値である５ナノ

グラムを大幅に下回り、このたびの改良工

事において排気ガスの処理方式を変更し、

導入した新たな処理設備が早速成果を発揮

いたしました。 

  また、土壌中のダイオキシンにつきまし

ては、測定箇所をさいたま市の中学校の敷

地内２か所、戸田市美女木二丁目地内の外

仲田公園及び組合敷地内５か所の合わせて

８か所のサンプリングを行いました。 

  数値につきましては、南浦和中学校は

１０ピコグラム、内谷中学校は３．１ピコ

グラム、組合敷地内は５．４ピコグラムか

ら４８０ピコグラム、外仲田公園は４４ピ

コグラムという結果となりました。 

  測定結果については、前年度と比べ僅か

ではありますが減少し、全て環境省の環境

対策基準値とされる１，０００ピコグラム

以下となっております。 

  次に、本年度４月から９月までの上半期

のごみの搬入状況について申し上げます。 

  まず、生活系可燃ごみの搬入量は１万

６，２５０トンとなり、前年度同期と比較

して５１３トン、率にして３．１％の減少

となりました。 

  生活系可燃ごみは、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大に伴う外出の自粛や在宅

勤務の増加などによって令和２年度に大き

く増加して以降、令和３年度には減少傾向

に転じ、本年、令和４年度にはコロナ禍以

前の令和元年度の搬入量を２６２トン、率

にして１．６％下回りました。 

  一方、事業系可燃ごみにつきましては、

度重なる緊急事態宣言の発出やまん延防止

措置の地域指定、営業自粛要請などにより

令和２年度に搬入量が減少に転じて以降、

令和３年度も減少傾向は継続していました

が、令和４年度は９，７０２トンとなり、

前年度に比べ１１トン、率にして０．１％
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と、僅かではありますがコロナ禍以降初め

て増加に転じました。 

  令和元年度との比較では１，０８４トン、

率にして１０．０％と大きく減少してはい

ますが、事業系可燃ごみは現状でごみの総

搬入量の約３２％を占めていることから、

今後の搬入状況を注視してまいります。 

  生活系、事業系を合わせた可燃ごみ合計

は２万５，９５３トンとなり、前年度同期

と比較して５０２トン、率にして１．９％

の減少、また、コロナ禍前の令和元年度

との比較では１，３４６トン、率にして

４．９％の減少という結果でありました。 

  可燃ごみ以外の生活系ごみでは、前年度

同期と比較して粗大ごみは６８トン、率に

して７．１％、不燃ごみは１１３トン、率

にして１１．７％といずれも大きく減少し

ました。 

  令和元年度との比較では、不燃ごみが

５．３％減少したものの、粗大ごみでは

０．１％増加となっております。 

  また、リサイクルプラザに搬入されまし

た資源ごみでは、前年度同期と比較し、プ

ラスチック類の７．２％を筆頭に、金属缶

類は６．６％、ガラス瓶類３．４％と減少

したものの、ペットボトルは１．２％、紙

類は３．１％の増加となりました。 

  資源ごみ全体での搬入量は２，９７８ト

ンとなり、前年同期と比較し１０５トン、

率にして３．４％の減少となりましたが、

令和元年度との比較では１４３トン、率に

して５．０％の増加となっております。 

  この結果、ごみの総搬入量は３万７１２

トンとなり、前年度同期との比較では７９８

トン、率にして２．５％の減少となってお

ります。 

  また、コロナ禍以前の令和元年度との比

較では１，３１７トン、率にして４．１％

の減少となりました。 

  以上、本年度上半期のごみの搬入状況に

ついて申し上げましたが、令和２年度以降

のごみの搬入状況につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症の感染動向に大きく影

響を受けてまいりました。これから冬場を

迎え、専門家の間では第８波の到来も予測

されておりますので、今後も状況を注視し、

ごみの処理に支障を来すことのないよう対

応してまいります。 

  次に、回収資源売払金について申し上げ

ます。 

  本年度１０月から１２月分までの第３四

半期における主要品目の１キログラム当た

りの売却単価は、スチール缶５２円４７銭、

アルミ缶２３８円７０銭、ペットボトル

１４９円３８銭、破砕鉄３９円７９銭８厘、

焼却鉄１４円７１銭８厘となりました。 

  それぞれの品目ごとに前年度同期の第３

四半期の売却単価と比較しますと、スチー

ル缶、アルミ缶の缶類は僅かに減少、破砕

鉄、焼却鉄の鉄類は僅かに増加いたしまし

た。 

  搬入量が継続的に増加しているペットボ

トルは特徴的で、前年度第３四半期の７１

円５０銭が１４９円３８銭と倍額以上とな

り、売却開始以降の最高額を更新しました。 

  ９月末時点での回収資源売払金に係る

全品目の調定額は、令和３年度同時期

の８,４２８万円に対して本年度は１億

２,６４６万円と５０．０％増加しており、

初めて回収資源売払金の決算額が２億円を

超えた令和３年度と比較しても順調に推移

しております。 

  なお、主要品目の売却単価につきまして

は、ペットボトルは前年度から継続して上

昇しておりますが、スチール缶、アルミ缶、

破砕鉄、焼却鉄につきましては、令和４年
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度第１四半期までは上昇しておりましたが、

第２・第３四半期と連続して下降しており

ますので、今後の動向を注視してまいりま

す。 

  最後に、再生家具の展示販売について申

し上げます。 

  再生家具につきましては、市民から粗大

ごみとして出された家具類の再利用、いわ

ゆるリユースを促進するため、リサイクル

プラザ内にあります再生工房にて修理、手

入れを施した後、廉価で販売するものであ

ります。 

  今年度、２回目の入札販売を１０月１７

日から２２日の６日間実施いたしました。 

  前回の開催から、市民の方に来場いただ

き行う通常の入札に加えて、インターネッ

トを利用した入札を同時に行っております。 

  今回は２５０点の展示品のうち１３３点

が落札され、再利用されることとなりまし

た。うちインターネットからの落札は、約

１割の１３点でありました。 

  今後、在庫品について、来週の２１日か

ら２５日まで先着販売を行います。それで

も売れ残ったものについては、本年８月

３０日に協定を締結した、地域の情報サイ

トであり家具などのリユース情報を掲載し

ているジモティーに出品し、さらなる有効

活用を図るとともに、リユースの啓発及び

ごみの削減につなげてまいりたいと考えて

おります。 

  以上、管理者報告といたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者提出議案の一括上程 

○峯岸義雄議長 これより、管理者提出議案

の上程に入ります。 

  今議会に提出された議案は、人事案件３

件、決算認定１件、条例案３件、予算案１

件の計８件であり、件名を書記が朗読いた

します。 

〔書記朗読〕 

  議案第 ７号 蕨戸田衛生センター組合 

         公平委員会委員の選任の 

         同意について 

  議案第 ８号 蕨戸田衛生センター組合 

         公平委員会委員の選任の 

         同意について 

  議案第 ９号 蕨戸田衛生センター組合 

         公平委員会委員の選任の 

         同意について 

  認定第 １号 令和３年度蕨戸田衛生セ 

         ンター組合会計歳入歳出 

         決算認定について 

  議案第１０号 蕨戸田衛生センター組合 

         職員の定年等に関する条 

         例等の一部を改正する等 

         の条例 

  議案第１１号 会計年度任用職員の報酬 

         等に関する条例 

  議案第１２号 職員の育児休業等に関す 

         る条例の一部を改正する 

         条例 

  議案第１３号 令和４年度蕨戸田衛生セ 

         ンター組合会計補正予算 

         （第１号） 

○１９番 山崎雅俊議員 議長、暫時休憩を

お願いします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○峯岸義雄議長 暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１５分休憩 

午前１１時３９分再開 

 

◎再開の宣告 

○峯岸義雄議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会委員長報告 

○峯岸義雄議長 議会運営委員会委員長の報

告を求めます。 

  議会運営委員会委員長 ７番 大石圭子

議員。 

〔７番 大石圭子議員 登壇〕 

○７番 大石圭子議員 ただいま議会運営委

員会を開催いたしましたところ、次の事項

が決定いたしましたのでご報告いたします。 

  議案第８号「蕨戸田衛生センター組合公

平委員会委員の選任の同意について」の撤

回の件は、本日の日程に追加し、議題とす

る。 

  以上で報告を終わります。 

○峯岸義雄議長 以上で議会運営委員会委員

長の報告を終わります。 

  ただいま議会運営委員会委員長からの報

告がありました議案第８号「蕨戸田衛生セ

ンター組合公平委員会委員の選任の同意に

ついて」の撤回の件について、本日の日程

に追加し、議題とすることにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認め、議案第

８号の撤回の件を日程に追加し、議題とい

たします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第８号の撤回の件の説明、採

決 

○峯岸義雄議長 管理者に説明を求めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 議案第８号「蕨戸田衛生

センター組合公平委員会委員の選任の同意

について」の撤回の件について申し上げま

す。 

  選任を予定しておりました秋元善行氏に

係る諸般の事情により、本議案を撤回する

ことについて、蕨戸田衛生センター組合会

議規則第１９条第１項の規定により議会の

承認を求めるものです。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○峯岸義雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま管理者より説明がありました議

案第８号「蕨戸田衛生センター組合公平委

員会委員の選任の同意について」の撤回の

件については、これを承認することにご異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第８号「蕨戸田衛生センタ

ー組合公平委員会委員の選任の同意につい

て」の撤回の件は承認することに決定いた

しました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第７号及び議案第９号の説明、

質疑、委員会付託、討論、採決 

○峯岸義雄議長 次に、議案第８号を除く管

理者提出議案を一括して議題といたします。 

  これより議案第７号及び第９号の２件を

議題とし、先議いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 ただいま上程いたしまし

た議案について、提案理由を申し上げます。 

  議案第７号及び議案第９号の２件につき

ましては、蕨戸田衛生センター組合公平委

員会委員の選任の同意についてであります

ので、一括して申し上げます。 

  本案２件は、地方公務員法第９条の２第

２項の規定により、公平委員会委員の選任

の同意を求めるものであります。 

  委員の任期が来たる１２月１０日をもっ

て満了となりますので、蕨、戸田両市に委
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員の選任について推薦方お願いしておりま

したところ、両市より推薦がありましたの

で、関係法規の規定に基づきここに提案を

するものであります。 

  推薦をいただいた方は、蕨市より新任と

なります髙島松男氏、戸田市より新任とな

ります奥墨 章氏であります。 

  なお、それぞれの方の経歴書を添付して

おりますので、ご参照をお願い申し上げま

す。 

  よろしくご審議の上、ご同意くださるよ

うお願い申し上げます。 

○峯岸義雄議長 お諮りいたします。 

  本案２件は、質疑を終結し、委員会付託

を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認め、さよう

決定いたしました。 

  討論を終結し、採決に入りたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認め、討論を

終結し、採決いたします。 

  最初に、議案第７号「蕨戸田衛生センタ

ー組合公平委員会委員の選任の同意につい

て」でありますが、本案は同意することに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は同意することに決定いた

しました。 

  次に、議案第９号「蕨戸田衛生センター

組合公平委員会委員の選任の同意につい

て」でありますが、本案は同意することに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は同意することに決定いた

しました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者提出議案の説明 

○峯岸義雄議長 これより、認定第１号及び

議案第１０号から議案第１３号を議題とい

たします。 

  提出者の説明を求めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 ただいま、公平委員会委

員の選任についてご同意をいただきまして、

誠にありがとうございました。 

  それでは、引き続いて、認定第１号及び

議案第１０号から議案第１３号についてご

説明申し上げます。 

  まず、認定第１号「令和３年度蕨戸田衛

生センター組合会計歳入歳出決算認定」に

ついて申し上げます。 

  本認定に当たりましては、監査委員の

方々には去る８月２５日に決算書、附属書

類及び帳簿等について慎重なるご審議を賜

り、本定例会にご提案できましたことを改

めまして本席より感謝申し上げます。 

  また、議員の皆様には、令和３年度の予

算の執行に当たり格別なるご指導を賜り、

組合の業務が円滑に運営され、所期の目的

を達成できましたことに対し、重ねて感謝

申し上げる次第であります。 

  つきましては、ここに監査委員の決算審

査意見書を付して認定をお願いするもので

あります。 

  それでは、決算の概要についてご説明申

し上げます。 

  まず、歳入歳出予算のそれぞれの総額

３２億２，１７０万９，０００円に対しま

して、歳入決算額は３２億８，２８６万

５，２９３円、執行率は１０１．９％であ
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ります。 

  一方、歳出決算額は３１億６，０１５万

１，５２０円、執行率は９８．１％であり

ます。 

  歳入歳出差引額は１億２，２７１万

３，７７３円となり、全額を翌年度に繰越

しすることとなりました。 

  前年度と比較いたしますと、歳入は７

億９，２６５万７，３１１円、率にして

１９．４％の大幅な減額となりました。 

  その主な要因は、基幹的設備改良事業の

事業費が減額となったため、第３款国庫支

出金及び第７款組合債が減額となったこと

によるものであります。 

  また、歳出につきましても７億５，３８６

万９，６８９円、率にして１９．３％の大

幅な減額となりました。 

  その主な要因は、こちらも基幹的設備改

良事業の事業費の減額により、第３款衛生

費の支出が減額となったことによるもので

あります。 

  なお、詳細につきましては事務局からご

説明をいたしますので、お聞き取りをお願

い申し上げます。 

  次に、議案第１０号「蕨戸田衛生センタ

ー組合職員の定年等に関する条例等の一部

を改正する等の条例」について申し上げま

す。 

  本案は、地方公務員法の一部を改正する

法律が令和５年４月１日から施行されるこ

とに伴い、職員の定年等に関して、国家公

務員に準じた措置を講じるため、関連する

組合職員の定年等に関する条例をはじめと

する複数の条例について所要の改正を行う

とともに、１つの条例の廃止を行うもので

あります。 

  主な内容といたしましては、５点となり

ます。 

  １点目は、職員の定年退職の年齢を令和

５年４月から令和１３年４月にかけて２年

に１歳ずつ段階的に引き上げ、現行の６０

歳から６５歳に延長する。 

  ２点目は、原則として管理職手当の支給

を受けている職員について、６０歳に到達

した年度の末日をもって管理職以外の職に

降任する管理監督職勤務上限年齢制、いわ

ゆる役職定年の制度を導入する。 

  ３点目は、６０歳に到達した職員につい

ては、翌年度の４月１日以降、従前の７割

水準の給与額とする。 

  ４点目は、６０歳に達した職員について、

翌年度から定年年齢までの間、引き続きフ

ルタイムの常勤職員として勤務するか、一

度退職し、再任用の短時間勤務の職員とし

て採用され勤務するかを選択可能とし、そ

の場合の新たな制度として定年前再任用短

時間勤務制を導入する。 

  ５点目は、定年年齢を段階的に引き上げ

ることにより生ずる定年以降６５歳に到達

する年度までの間の職員について、経過措

置として、現在ある再任用制度に相当する

暫定再任用制度を設け、この新たな制度を

設けることにより、現在ある職員の再任用

に関する条例は廃止とする。 

  以上、議案第１０号のご説明となります。 

  次に、議案第１１号「会計年度任用職員

の報酬等に関する条例」について申し上げ

ます。 

  会計年度任用職員は、地方公務員法にお

いて、１年度を超えない範囲内で置かれる

非常勤の職を占める職員と定義されており、

短時間勤務とフルタイムで勤務する２つの

形があります。 

  組合においては、これまでこのような形

での職員の採用は行っておりませんでした

が、職員が育児休業を取得した場合などに
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対応するため、新たに条例を制定するもの

であります。 

  それでは、条例の内容についてご説明い

たします。 

  議案書の２８ページをご覧願います。 

  第１条は、本条例の趣旨を定めておりま

す。 

  第２条及び第３条は、短時間勤務となる

職員を第１号会計年度任用職員とし、報酬、

時間外勤務手当及び期末手当などと、費用

弁償として支給する通勤手当について定め

ております。 

  第４条は、フルタイム職員を第２号会計

年度任用職員とし、給料、地域手当、時間

外勤務手当及び期末手当などの支給につい

て定めております。 

  第５条は報酬等の減額について、第６条

は報酬等の支給について、第７条は規則へ

の委任について定めております。 

  以上、議案第１１号のご説明となります。 

  次に、議案第１２号「職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例」につ

いて申し上げます。 

  今回の改正は、議案第１０号「蕨戸田衛

生センター組合職員の定年等に関する条例

等の一部を改正する等の条例」及び新たに

制定いたします議案第１１号「会計年度任

用職員の報酬等に関する条例」の施行に伴

う条文の改正並びに非常勤職員となる会計

年度任用職員に関する育児休業の条文を追

加するとともに、地方公務員の育児休業等

に関する法律の改正により、育児休業の取

得回数がこれまで同一の子について原則１

回であったものが２回となったことによる

所要の改正を行うものであります。 

  以上、議案第１２号のご説明となります。 

  最後に、議案第１３号「令和４年度蕨戸

田衛生センター組合会計補正予算（第１

号）」について申し上げます。 

  今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額

にそれぞれ６２９万円を追加し、補正後の

歳入歳出予算の総額を２１億３，４１７万

９,０００円にしようとするものでありま

す。 

  まず、歳出についてご説明いたしますの

で、補正予算書の５ページをご覧願います。 

  今回の補正は、第３款衛生費を増額する

ものであります。 

  第１目清掃総務費、１２節の委託料につ

いては、電気主任技術者業務委託料として

６０万円を増額しております。 

  電気主任技術者は、組合の施設を運営す

る上で、電気に関する保安監督者として法

律により設置義務がありますが、電気主任

技術者の資格を有する職員が本年１２月末

をもって退職するため、この業務を委託す

るための費用を新たに補正予算として計上

するものであります。 

  次の第２目塵芥処理費は、１０節需用費

の薬品費を４９５万円増額しております。 

  ごみを焼却した際に発生する排気ガスを

処理する薬品の脱硝用尿素水が、輸入する

原材料の高騰により購入金額が上昇したこ

とにより増額するものであります。 

  また、第４目リサイクル促進費は、１２

節委託料を７４万円増額しております。 

  リサイクルプラザへのペットボトルの搬

入量の増加に伴い、作業量の増に伴う超過

勤務分の費用を増額するものであります。 

  なお、歳入につきましては、第５款繰越

金を６２９万円増額し、財源の調整を図っ

ております。 

  以上でご説明を終わらせていただきます。 

○峯岸義雄議長 続いて、事務局長に詳細説

明を求めます。 

  渡辺事務局長。 
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〔渡辺靖夫事務局長 登壇〕 

○渡辺靖夫事務局長 私からは、認定第１号

「令和３年度蕨戸田衛生センター組合会計

歳入歳出決算認定」の詳細についてご説明

いたします。 

  お手元の歳入歳出決算書の事項別明細書

によりご説明させていただきますので、７

ページをお開きください。 

  まず、歳入からご説明いたします。 

  第１款分担金及び負担金のうち第１目組

合分担金は、組合規約及び施設整備基金

条例の規定に基づき１２億７，６８４万

５,０００円を収入いたしました。内訳と

いたしましては、蕨市が５億４，８６８万

８,０００円、分担率は４３．０％、戸田

市が７億２，８１５万７,０００円、分担

率は５７．０％でございました。前年度に

比べ蕨市が３，４３０万５,０００円、戸

田市が４，４０７万３,０００円、総額

で７，８３７万８,０００円、率にして

５．８％の減少となりました。 

  なお、蕨市４３．０％、戸田市５７．０

％の分担率につきましては、前年度と同率

でございました。 

  うち組合運営の経費である１節組合分担

金は１２億１，６８４万５,０００円で、

蕨市が５億１，８６８万８,０００円、分

担率４２．６％、戸田市が６億９，８１５

万７,０００円、分担率５７．４％をそれ

ぞれご負担いただきました。 

  また、将来の施設整備費用の積立てであ

る２節施設整備基金分担金は、前年度に比

べ２,０００万円多い６,０００万円で、蕨

市、戸田市ともに３,０００万円ずつご負

担いただいております。 

  次に、第２款使用料及び手数料、第１目

手数料は、事業系可燃ごみと浄化槽汚泥の

処分手数料で、４億７６３万３，０５０円

となり、前年度比１，１９２万２，９００

円、率にして２．８％の減収でございまし

た。 

  令和３年度は、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大により、前年度に引き続き営

業自粛や時間短縮営業の要請をはじめ多く

の企業が経済活動に様々な制約を受けまし

た。そのため、事業系ごみの搬入量は１万

８，２６０トンとなり、前年度比で５１７

トン、率にして２．８％減少し、近年の増

加傾向から５年ぶりに減少に転じた昨年度

に続き２年連続の減少となりました。コ

ロナ禍以前の令和元年度との比較では、

２，０３３トンと大きく減少しております。 

  次ページをお開きください。 

  第３款国庫支出金、第１目衛生費国庫

補助金では、国から６億１，２８０万

８,０００円の交付を受けました。基幹的

設備改良工事に係る事業費のうち補助対象

事業費の２分の１が交付されたもので、前

年度よりも事業費が減ったため、交付額も

４億１，２１３万９,０００円、率にして

４０．２％減少しております。 

  また、第４款財産収入、第１項財産運用

収入の第１目利子及び配当金では、施設整

備基金を定期預金で資金運用した運用益

１０５万７３８円を計上いたしました。 

  第２項財産売払収入の第１目物品売払収

入では、老朽化した機器類の更新に併せ、

不要となった機器類を１５５万６，３９５

円でスクラップとして処分いたしました。 

  第５款繰越金は１億６，１５０万１，３９５

円で、前年度比４，７８３万６，７１８円

の増加でございました。 

  ９ページをご覧ください。 

  第６款諸収入は２億４，５４７万７１５

円で、前年度に比べ９，１０３万４，２０４

円、率にして５８．９％の大幅な増収とな
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りました。 

  第１目回収資源売払金は２億１３１万

２，３４６円で、前年度比７，９２１万

４，２７２円、率にして６４．９％と大幅

に増加いたしました。売払単価が最高値を

更新したことにより、前年度比４，２４４

万２，８２１円、７０．７％と大幅に増加

したアルミ缶をはじめ、ペットボトル、破

砕鉄、スチール缶など多くの主要な品目の

売払単価も最高値や最高値に近い金額で堅

調に推移したことが大きな増収につながり

ました。 

  なお、アルミ缶の売却額は１億２４６万

３，１１２円となり、資源物の売払い開始

以降、単一品目の年間売却額が初めて１億

円を超えました。 

  第２目電力売払収入はごみ焼却により発

電した電力で、施設の運営に必要な電力を

賄った上で余剰となった夜間や日曜日などの

電力を売却したもので、前年度比１，２０８

万７，７６４円、率にして５２．４％と大

幅増の３，５１６万７，６４８円でござい

ました。現在施工中の基幹的設備改良工事

において、令和２年度に３炉ある焼却炉の

うちＡ号炉、Ｂ号炉の２系統の機器類を省

エネルギータイプのものに更新したことな

どにより売却電力量が増えたため増収とな

ったものでございます。 

  次ページをお開きください。 

  第３目弁償金は福島原子力発電所事故に

関連し、最終処分場に提出を義務づけられ

た焼却灰の放射性物質濃度の測定費用相当

額を損害賠償金として収入したものでござ

います。 

  第４目雑入は８９４万７，３９２円を収

入いたしました。蕨・戸田の両市がごみの

収集運搬業務を委託している２業者に対す

る収集運搬車両の駐車場及び仮設事務所用

地の土地使用料７８１万２，７６０円など

を計上しております。 

  第７款組合債、第１目衛生債では、前

年度に比べ４億３，０２０万円減の５億

７，６００万円となりました。ごみ焼却施

設に係る基幹的設備改良工事の事業費とし

て、埼玉りそな銀行から利率０．１６％で

借入れをいたしました。 

  最下段、歳入合計欄をご覧ください。 

  以上によりまして令和３年度の歳入合計

は３２億８，２８６万５，２９３円とな

り、前年度と比較して７億９，２６５万

７，３１１円、率にして１９．４％の大幅

な減少となりました。 

  主な減少要因といたしましては、基幹的

設備改良事業に係る事業費の減少に伴う国

庫支出金及び組合債の大幅な減少でござい

ます。 

  続いて、歳出についてご説明いたします

ので、１１ページをご覧ください。 

  まず、第１款議会費は、議員２０名の報

酬をはじめ組合議会の運営に要した経費で、

１，４８２万７，４８６円を支出いたしま

した。 

  第２款総務費では２億４，９２９万

２，３２７円を執行いたしました。 

  第１目一般管理費は、特別職の報酬及び

職員の人件費のほか、組合の管理運営に要

した経費で、２億４，８７６万１０１円と

なり、前年度比６３０万３，１６０円、率

にして２．６％の増加となりました。 

  それでは、主なものをご説明いたします。 

  １節報酬から４節共済費までは、正副

管理者及び職員２５名の人件費で、２億

１，９５５万７，７０５円となり、前年度

に比べ２，２５４万８２１円増加いたしま

した。 

  次ページをご覧ください。 
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  主な増加要因といたしましては、定年退

職職員が前年度の１名から２名に増えたこ

となどにより退職手当の支給額が２，４０７

万９，７１０円増加したことでございます。 

  １３ページをご覧ください。 

  １２節委託料では、管理運営上必要な経

常的な業務１２件の委託を１，６０５万

３，９２１円で執行いたしました。 

  次ページをご覧ください。 

  １３節使用料及び賃借料のうち文書管理

システム使用料につきましては、老朽化及

び旧システムの保守終了に対応し導入した

クラウド型文書管理システムに係るもので

ございます。 

  １５ページをご覧ください。 

  ２６節公課費の汚染負荷量賦課金につき

ましては、公害健康被害者を救済するため

の補償制度に係る負担金でございます。 

  第２目公平委員会費は、委員会に付託す

る案件がございませんでしたので、全額不

用額といたしました。 

  第２項監査委員費は、監査に要した経費

として例月出納検査及び決算審査１回、定

期事務監査３回の開催に係る費用５３万

２,２２６円を執行いたしました。 

  次ページをお開きください。 

  第３款衛生費の支出額は２７億７，２１４

万２，１８８円で、前年度比７億８，４８５

万４，７８７円、率にして２２．１％の大

幅な減少となりました。 

  第１目清掃総務費では１億１，３９１万

１，１１８円の支出となり、前年度に比べ

３８２万８２３円、３．５％の増加となり

ました。 

  主な支出は、１０節需用費のうちの光熱

水費７，６４２万２，２８０円で、主に施

設の運転などに係る電力料金でございます。 

  なお、令和３年度はごみ焼却に伴う自家発

電によってごみ処理に必要な電力の８７．１

％を賄うことができました。また、残りの

外部調達電力についても、東京電力でなく、

特定規模電気事業者である荏原環境プラン

ト株式会社から購入することにより５１５

万７，９８７円を削減いたしました。 

  そのほか、１２節委託料のうち分析委託

では、環境管理に万全を期すため、関係法

令等に基づきダイオキシン類や放射性物質

などの測定、分析を７７６万６，６６０円

で実施いたしました。 

  １４節工事請負費では、工場棟２階の空

調機の更新ほか１件を執行いたしました。 

  １７ページをご覧ください。 

  １８節負担金、補助金及び交付金では、

焼却灰の搬出先自治体への環境保全協力金

などを支出してございます。 

  第２目塵芥処理費では、ごみ焼却施設及

び粗大ごみ処理施設におけるごみの中間処

理に要する経費として１０億６，１１３万

５３１円を執行いたしました。前年度に比

べ１億７，５８７万６，８１１円、率にし

て１９．９％の増加でありました。 

  １２節委託料では４億８，７５１万

７，７５９円を執行いたしました。うち焼

却灰等埋立処分委託は、焼却炉から排出さ

れるばいじんをセメントで固めた固化灰の

埋立処分に係る委託で、群馬県草津町内の

処分場で１，５７２トン、山形県米沢市内

の処分場で１，７１７トン、合計３，２８９

トンを１億１，０２６万６，２００円で埋

立処分しました。前年度に比べて１４ト

ン、率にして０．４％、委託金額で４０万

６，５６０円の微増となりました。 

  また、焼却灰等資源化委託では、ごみ焼

却後の不燃物残渣の総量１，７７７トンを

栃木県日光市内の施設で６０１トン、寄居

町の彩の国資源循環工場内の施設で６４６
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トン、また、令和３年度から新たに処理を

委託した宮城県栗原市内の施設で５３０ト

ン資源化いたしました。 

  なお、固化灰の一部３９８トンについて

も、寄居町の彩の国資源循環工場内の施設

で資源化を行い、不燃物残渣と合わせた

２，１７５トンを道路の路盤材などとして

６，５９６万７,０００円で資源化いたし

ました。資源化量では前年度比４４トン、

率にして２．０％減少したものの、委託金

額は９０万６，４００円増加いたしました。 

  次ページをお開きください。 

  １４節工事請負費では、各機器の消耗品

の交換及び調整、点検整備など、施設の機

能維持を図るためにごみ焼却施設及び粗大

ごみ処理施設関係の補修工事１０件と、空調

機の更新工事を４億８，１１８万６，６００

円で執行いたしました。令和３年度は廃熱

ボイラーの法定点検やタービンの主要な部

品であるローターの工場持込み検査が重な

ったことなどから費用がかさみ、前年度比

１億８，８６０万６，４００円、率にして

６４．５％の大幅な増加となりました。こ

の工事請負費の増加が、第２目塵芥処理費

増加の主な要因となっております。 

  １９ページをご覧ください。 

  第３目し尿処理費では、し尿及び浄化槽

汚泥の処理に要する経費として２，５９５

万４，０１９円を執行いたしました。 

  主な支出として、１２節委託料では、施

設運転管理等業務委託ほか１件の経常的な

業務を委託しました。 

  １４節工事請負費では、各機器の消耗品

の交換及び調整、点検などを実施し、機能

維持を図りました。 

  第４目リサイクル促進費は、回収された

資源物をリサイクルするため、仕分け、圧

縮梱包などの中間処理に要する経費で１億

９，４７９万７，９０３円を執行いたしま

した。 

  主な支出は、１２節委託料のうち施設の

運転管理業務と粗大ごみ再生業務、及びガ

ラス瓶と廃プラスチックのリサイクルに係

る経費１億３，７３１万５，４１１円でご

ざいます。 

  次ページをご覧ください。 

  また、１４節工事請負費では、各種機器

類の消耗品の交換及び調整、点検など機能

維持を図るためにリサイクルプラザ補修工

事を４，７５２万円で執行したほか、空調

設備の更新工事を実施いたしました。 

  第５目リサイクルフラワーセンター運営

費では５，９７３万７，４５５円を支出い

たしました。 

  １２節委託料では、障がいのある方２０

名を含めた３５名体制で施設の運営を

５，０９８万８，６０９円で委託したほか、

１４節工事請負費では昨年度に続き温室の

補修工事を執行し、３か所ある全ての温室

の補修が完了いたしました。 

  次に、第６目長寿命化対策費では、老朽

化した設備を再整備し、健全性の向上を図

ることによって施設のさらなる長寿命化を

実現し、蕨・戸田両市のごみ処理に万全を

期すことを目的として、令和４年度までの

継続事業の３年目として１３億１，６６１

万１，１６２円を執行いたしました。前年

度に比べ９億６，２６５万９，００５円、

率にして４２．２％の大幅な減少となりま

した。 

  １２節委託料の一般廃棄物処分委託

５，８３２万２，２６２円につきましては、

基幹的設備改良工事の施工に関し、ごみの

処理に支障が生じないように、ご家庭から

排出される生活系可燃ごみ処理の一部を

前年度と同様に近隣２市に業務委託いた
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しました。２市へ委託した処分量は、さ

いたま市に５３５．４２トン、川口市に

１，７５４．２６トンの合計２，２８９．６８

トンで、生活系可燃ごみの年間排出量に対

し７．０％に相当する量でございました。 

  なお、前年度に比べ外部委託処分量が

３，１０２．７１トン減少したため、委託

金額は７，４５５万８，３３０円、率にし

て５６．１％の大幅な減少となりました。 

  １４節工事請負費では、ごみ焼却施設に

係る基幹的設備改良工事を１２億５，８２８

万８，９００円で施工いたしました。令和

３年度は３炉ある焼却炉のうちＣ号炉に係

る設備の更新を中心に施工いたしました。

前年度はＡ号炉、Ｂ号炉の２炉を中心にし

た整備であったこと、また、し尿処理施設

の整備を行ったことから、前年度比８億

８，８１０万６７５円と費用は大きく減少

しております。 

  なお、粗大ごみ処理施設は令和元年度に、

し尿処理施設につきましては令和２年度に

既に竣工済みであり、ごみ焼却施設につき

ましても令和４年度の竣工に向け、焼却灰

の搬出コンベア及び排ガス処理に係るコン

プレッサーの更新などを残すのみとなって

おります。 

  ２１ページをご覧ください。 

  第４款公債費では、元金と利子を合わせ

て６，２８３万８，７８１円を償還いたし

ました。前年度に比べ５００万６，８０３

円の増加で、決算年度末の未償還元金は、

令和３年度の借入額５億７，６００万円を

含め２０億７，３４１万４，９９１円とな

りました。 

  第５款諸支出金の第１目基金費では、将

来の施設整備に備えて６，１０５万７３８

円を積立ていたしました。蕨・戸田両市に

よる施設整備基金分担金６,０００万円に

加え、定期預金による資金運用益１０５万

７３８円を積立てしております。 

  最下段、歳出合計欄をご覧ください。 

  以上、歳出合計は３１億６，０１５万

１，５２０円となり、前年度比で７億

５，３８６万９，６８９円、率にして

１９．３％の減少となり、予算に対する執

行率は９８．１％でございました。 

  主な減少要因といたしましては、基幹的

設備改良事業のごみ焼却施設で、令和３年

度は全部で３炉あるごみ焼却炉のうちＣ号

炉１系統の改良を実施したのに対し、前年、

令和２年度にはＡ号炉・Ｂ号炉の２系統の

設備の改良工事の施工に加え、し尿処理施

設に係る基幹的設備改良工事を施工したこ

となどから、第３款衛生費の支出が大きく

減少したためでございます。 

  以上で、事項別明細書によるご説明を終

わります。 

  続いて、実質収支に関する調書について

ご説明いたしますので、２５ページをお開

きください。 

  以上、ご説明いたしましたとおり、令和

３年度決算における歳入歳出差引額は１億

２，２７１万３，７７３円となり、翌年度

へ繰り越すべき財源がないことから、実質

収支額も同額の１億２，２７１万３，７７３

円となりました。 

  続いて、財産に関する調書についてご説

明いたしますので、２９ページをお開きく

ださい。 

  令和３年度は、土地と建物について財産

の増減はございませんでした。 

  次ページをお開きください。 

  物品につきましても、土地、建物と同様

に増減はございませんでした。 

  それでは、３１ページをご覧ください。 

  最後に、基金についてご説明いたします。 
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  蕨戸田衛生センター組合施設整備基金は、

平成１９年度に基金条例を制定し、積立て

を始めたもので、以降、蕨・戸田両市から

の施設整備基金分担金や運用益を積み増し、

決算年度末での残高は１３億５，０１９万

２，２７４円となりました。 

  なお、決算年度末時点で全額を定期預金

として資金運用中でございます。 

  以上で決算の説明を終わりますが、決算

の資料として、参考資料１と２のほか、Ａ

３版１枚の決算の概要と財務書類を作成し

ておりますので、ご参照いただきますよう

お願いいたします。 

  説明は以上でございます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎決算認定に関する代表監査委員の

報告 

○峯岸義雄議長 ここで、大変お忙しい中、

今井良助代表監査委員にご出席をいただい

ておりますので、決算審査の経過並びに結

果についてご報告をお願いいたします。 

  今井良助代表監査委員。 

〔今井良助代表監査委員 登壇〕 

○今井良助代表監査委員 これより令和３年

度蕨戸田衛生センター組合会計の決算審査

について報告いたします。 

  審査は、地方自治法第２３３条第２項の

規定に基づき管理者より決算書及び法律に

定める書類の提出を受け、去る８月２５日

に実施いたしました。 

  審査の結果、決算書及び法律に定める書

類は、いずれも法令に準拠して作成され、

その計数は正確であり、また、予算執行に

ついても適正であると認められました。 

  令和３年度の決算額は、歳入が３２億

８，２８６万５，２９３円、歳出が３１億

６，０１５万１，５２０円となり、歳入歳

出の差引きの１億２，２７１万３，７７３

円は翌年度会計に繰越しとなっております。 

  前年度決算書類と比較いたしますと、歳

入歳出ともに約１９％の減額となっていま

すが、これは基幹的設備改良工事の規模が

前年度に比べ縮小したものでした。工事の

出来高は９６．３％に達し、各施設の更新

による長寿命化、ダイオキシン類の削減や

電力使用量の減額などの成果が表れてきて

います。 

  一方、更新対象でない設備については、

さらに長期間の稼働が見込まれます。組合

の各施設は蕨・戸田市民の衛生的で快適な

暮らしに必要不可欠なものであり、安全で

安定した稼働が求められますので、このこ

とを踏まえ、計画的な保全に努めてくださ

い。 

  次に、ごみの搬入状況を前年度と比較し

ますと、生活系ごみは減少したものの、コ

ロナ禍以前の水準までは減少しておらず、

また、事業系ごみについては減少傾向が継

続しており、手数料収入への影響が見受け

られました。今後の動向を注視しながら、

引き続き減量化や資源化に必要な施策を蕨、

戸田及び組合の三者が連携し、市民や事業

者の協力と理解を得ながら推進してくださ

い。 

  以上、申し上げました内容の詳細につき

ましては、お手元の決算審査意見書のとお

りでございますので、ご確認いただければ

と存じます。 

  以上をもちまして、決算審査の報告とい

たします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○峯岸義雄議長 質疑通告受付のため、暫時

休憩いたします。 

 

午後 ０時２２分休憩 
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午後 ０時２２分再開 

 

◎再開の宣告 

○峯岸義雄議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎認定第１号及び議案第１０号から

議案第１３号に対する質疑 

○峯岸義雄議長 これより、認定第１号及び

議案第１０号から議案第１３号に対する質

疑に入ります。 

  ただいまのところ質疑の通告はございま

せん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎認定第１号及び議案第１０号から

議案第１３号の委員会付託 

○峯岸義雄議長 これより委員会付託に入り

ます。 

  お手元に配付してあります委員会付託一

覧表のとおり、議案第１０号から議案第

１２号については総務常任委員会に、認定

第１号及び議案第１３号の各所管事項につ

いては総務、業務両常任委員に付託いたし

ます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎散会の宣告 

○峯岸義雄議長 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

  次回の本会議は、１１月１８日午前１０

時でございます。よろしくご参集をお願い

いたします。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

午後 ０時２４分散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



 

 

 

 

 

第 １ 日 １１月１４日（月） ○委 員 会 

第 ２ 日 １１月１５日（火） ○休  会 

第 ３ 日 １１月１６日（水） ○休  会 

第 ４ 日 １１月１７日（木） ○休  会 



 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 第 ４ 回 

 

 

 

 

蕨戸田衛生センタ ー組合議会（定例 会） 

 

 

 

 

１１月１８日（金） 
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令和４年第４回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第５日 

 

令和４年１１月１８日（金） 

議事日程 

 １．開  議 

 ２．委員長報告 

  ⑴ 議会運営委員会委員長 

 ３．一般質問 

 ４．管理者提出議案の追加上程 

  ⑴ 議案第１４号 蕨戸田衛生センター組合公平委員会委員の選任の同意について 

  ⑵ 議案第１５号 蕨戸田衛生センター組合公平委員会委員の選任の同意について 

 ５．議案第１４号及び議案第１５号の説明、質疑、委員会付託、討論、採決 

 ６．付託事件に対する委員長報告 

 ７．委員長報告に対する質疑 

  ⑴ 認定第 １号 令和３年度蕨戸田衛生センター組合会計歳入歳出決算認定につい 

           て 

  ⑵ 議案第１０号 蕨戸田衛生センター組合職員の定年等に関する条例等の一部を改 

           正する等の条例 

  ⑶ 議案第１１号 会計年度任用職員の報酬等に関する条例 

  ⑷ 議案第１２号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑸ 議案第１３号 令和４年度蕨戸田衛生センター組合会計補正予算（第１号） 

 ８．討  論 

 ９．採  決 

 10．閉会中の継続審査事項の委員会付託 

 11．閉  会 
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令和４年１１月１８日（金） 

◇出席議員 （１９名） 

   １番 武 下   涼 議員     ２番 宮 下 奈 美 議員 

   ３番 中 野たかゆき 議員     ５番 古 川   歩 議員 

   ６番 本 田 てい子 議員     ７番 大 石 圭 子 議員 

   ８番 根 本   浩 議員     ９番 三 輪かずよし 議員 

  １０番 前 川 やすえ 議員    １１番 小金澤   優 議員 

  １２番 むとう 葉 子 議員    １３番 竹 内 正 明 議員 

  １４番 野 澤 茂 雅 議員    １５番 矢 澤 青 河 議員 

  １６番 本 田   哲 議員    １７番 峯 岸 義 雄 議員 

  １８番 そごう 拓 也 議員    １９番 山 崎 雅 俊 議員 

  ２０番 榎 本 守 明 議員 

 

◇欠席議員 （１名） 

   ４番 今 井 陽 子 議員 

 

◇職務のため出席した者 

甲斐 基樹 書 記 長   

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 小谷野賢一 嘱 託 

菅原 文仁 副 管 理 者 有里 友希 嘱 託 

奥田 純子 会計管理者 加藤 宏之 嘱 託 

渡辺 靖夫 事 務 局 長 吉野 博司 嘱 託 

山本 義幸 次 長 栗原  誠 嘱 託 

木村 和正 総 務 課 長   
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令和４年第４回蕨戸田衛生センター組合議会

定例会会議録第２号 

 

令和４年１１月１８日（金曜日） 

午前１０時００分開議 

 

◎開議の宣告 

○峯岸義雄議長 これより、本日の会議を開

きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議事日程の報告 

○峯岸義雄議長 本日の議事日程につきまし

ては、ただいまお配りしたとおりでありま

すので、ご了承願います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会委員長報告 

○峯岸義雄議長 最初に、議会運営委員会委

員長の報告を求めます。 

  議会運営委員会委員長 ７番 大石圭子

議員。 

〔７番 大石圭子議員 登壇〕 

○７番 大石圭子議員 おはようございます。 

  本日、追加議案提出に伴う議事日程の追

加について議会運営委員会を開催いたしま

した。 

  その決定事項についてご報告申し上げま

す。 

  お手元に議事日程をお配りしましたので、

ご参照をお願いいたします。 

  議案第１４号及び議案第１５号「蕨戸田

衛生センター組合公平委員会委員の選任の

同意について」の審議について、本日の日

程に追加し、一般質問の後に上程、提案説

明、質疑を行う。 

  また、人事案件でありますので、委員会

付託を省略し、先議することに決定いたし

ました。 

  以上で議会運営委員会の報告とさせてい

ただきます。 

○峯岸義雄議長 ただいま議会運営委員会委

員長から報告のありました議案第１４号及

び議案第１５号「蕨戸田衛生センター組合

公平委員会委員の選任の同意について」を

本日の日程に追加し、議題とすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認め、本日の

議会日程に追加いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎一般質問 

○峯岸義雄議長 続いて一般質問に入ります。 

  一般質問の通告がありませんので、一般

質問を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者提出議案の一括追加上程 

○峯岸義雄議長 これより、管理者提出議案

の追加上程に入ります。 

  提出された議案は人事案件２件でありま

す。 

  件名を書記が朗読いたします。 

〔書記朗読〕 

  議案第１４号 蕨戸田衛生センター組合 

         公平委員会委員の選任の 

         同意について 

  議案第１５号 蕨戸田衛生センター組合 

         公平委員会委員の選任の 

         同意について 

○峯岸義雄議長 以上、朗読いたしました管

理者提出議案を一括して議題といたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者提出議案の説明 

○峯岸義雄議長 これより議案第１４号及び

議案第１５号を議題とし、先議いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 
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○賴髙英雄管理者 おはようございます。 

  提案理由を申し上げる前にご報告申し上

げます。 

  当組合の公平委員会委員を平成１４年

１２月から２０年にわたり務めていただき

ました秋元善行氏が、１１月１３日にご逝

去されました。 

  ここに心よりご冥福をお祈りするととも

に、公平委員会委員の立場で組合運営にご

尽力いただきましたことに深く感謝申し上

げます。 

  それでは、上程いたしました追加議案に

ついてご説明申し上げます。 

  議案第１４号及び議案第１５号につきま

しては、蕨戸田衛生センター組合公平委員

会委員の選任の同意についてでありますが、

関連がありますので、一括して申し上げま

す。 

  本案２件は、地方公務員法第９条の２第

２項の規定により、公平委員会の選任につ

いて、前任者の残任期間及び新たな任期に

ついて、選任の同意を求めるものでありま

す。 

  議案第１４号は、現在委員が欠員となっ

ておりますので、その残任期間について、

議案第１５号は、現在の委員の任期が来る

１２月１０日までとなりますので、改めて、

新たな任期について選任の同意を求めるも

のとなります。 

  関係法規の規定に基づき、ここに提案を

するものであります。 

  委員につきましては、戸田市に推薦方の

お願いをしたところ、牛山久仁彦氏の推薦

がありました。 

  なお、経歴書を添付しておりますので、

ご参照をお願い申し上げます。 

  以上、よろしくご審議の上、ご同意くだ

さるようお願い申し上げます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１４号及び議案第１５号に

対する質疑、委員会付託、討論、

採決 

○峯岸義雄議長 お諮りいたします。 

  本案２件は、質疑を終結し、委員会付託

を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認め、さよう

決定いたしました。 

  討論を終結し、採決に入りたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認め、討論を

終結し、採決いたします。 

  議案第１４号及び議案第１５号「蕨戸田

衛生センター組合公平委員会委員の選任の

同意について」でありますが、本案２件は

同意することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案２件は同意することに決定

いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎付託事件に対する委員長報告 

○峯岸義雄議長 続いて、認定第１号及び議

案第１０号から議案第１３号を議題といた

します。 

  各常任委員会委員長から審査の経過並び

に結果についてご報告を求めます。 

  総務常任委員長については、体調不良の

ため、副委員長より報告を求めます。 

  ９番 三輪かずよし議員。 

〔９番 三輪かずよし議員 登壇〕 

○９番 三輪かずよし議員 おはようござい

ます。 

  ただいまから榎本総務常任委員会委員長
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に代わりまして、私から委員長報告を行わ

せていただきます。 

  去る１１月１４日の本会議において、当

委員会に付託されました案件について、そ

の審査の経過概要と結果についてご報告申

し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、決算

認定１件、条例案３件、予算案１件の５件

であります。 

  最初に、認定第１号「令和３年度蕨戸田

衛生センター組合会計歳入歳出決算認定に

ついて」中、当委員会所管事項について申

し上げます。 

  質疑は款ごとに行い、まず歳入の部につ

いて質疑に入り、第１款分担金及び負担金

について委員より、施設整備基金分担金に

ついて、令和２年度に対して２，０００万

円増額した理由と施設整備基金の目的に沿

ってどのような施設の整備を考えているの

かとの質疑があり、事務局より、施設整備

基金については、以前は毎年１億円の積立

を行っていたが、基幹的設備改良工事を行

った関係で、当初予算では４，０００万円

を計上していた。諸収入等の収入が好調であ

ったため２，０００万円増額して６，０００

万円となった。 

  今後の基金の目的については、将来の施

設更新に向けた積立であり、今後は従来ど

おり１億円、さらにはより多く積立を行っ

ていきたいと考えているとの説明がありま

した。 

  第６款諸収入について、委員より、回収

資源売払金について、一部の品目の売上額

が過去最高値となった理由と今後の見通し

について質疑があり、事務局より売払額が

過去最高値となった理由については、円安

により原料の輸入価格が上がっているため、

再生したほうが安価となるということ、ま

た脱酸素社会に向けた二酸化炭素排出の抑

制が課題となっている中、各企業でも原油

を新たに使用するよりも、資源としてその

ものを使う取組を進めている中で、需要が

多くなっているためと考えている。 

  令和４年度の見通しについては、鉄類の

値下がりの状況はあるものの、全体として

は前年度の年平均よりも好調に推移してい

ると考えているとの説明がありました。 

  他の委員より、回収資源売払金について、

全体では戸田市と蕨市の量の割合は、戸田

市の人口が多い分、１．５倍から２倍多く

なっているが、雑紙についてはほぼ同程度

となっている。これは回収方法の違うによ

るものであるのかとの質疑があり、事務局

より、雑紙の量の割合については、以前よ

り同じ状況となっている。蕨市のほうが１

人当たりの排出量が多いと考えているが、

回収方法はいずれの市も週１回となってお

り、違いはないものとの説明がありました。 

  続いて、歳出の部について質疑に入り、

第２款総務費について、委員より、健康診

断委託及びストレスチェック業務委託につ

いて実施方法と実施した結果、心身の健康

上問題のある職員がいたのか、いた場合の

対応について質疑があり、事務局より、健

康診断委託については、高齢となるとそれ

なりの結果となるが、おおむね問題ないと

考えている。ストレスチェックについては、

職員個人の結果は、本人の了解がないと、

職場に提供されない仕組みになっているが、

職場全体の傾向としては問題ないという結

果になっている。職員からカウンセリング

を受けたいという申出があれば、対応して

いくが、実績はないとの説明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、認定第１号中、

当委員会所管の事項について全員異議なく、
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認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第１０号「蕨戸田衛生センタ

ー組合職員の定年等に関する条例等の一部

を改正する等の条例」について申し上げま

す。 

  委員より、定年退職年齢の引上げについ

て、直近で対象となる職員がいるかとの質

疑があり、事務局より、令和４年度に対象

となる職員はいない。現在５５歳の職員が

令和８年度に対象となり、それ以降の職員

については、経過措置後の６５歳定年退職

となるとの説明がありました。 

  また、委員より、職員体制について、

３０代から４０代の職員層が厚い状況であ

るが、これらの職員が退職となった際に問

題が生じないのか、対応策の検討状況につ

いて質疑があり、事務局より、３０代後半

から４０代前半の職員が退職を迎えたとき

の対応については、職員の採用計画と職員

定数を十分検討しながら、必要となる職員

数については新規に採用していくとの説明

がありました。 

  さらに委員より、定年退職年齢の引上げ

と相まって、賃金も７割程度に減ることに

なるが、衛生センターの運営に当たって必

要な資格を有する職員についても賃金を削

減することになるので、そういった職員に

対しても今回の条例によってどのように変

わっていくのか、丁寧な説明をお願いした

いとの要望がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく、

原案どおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

  次に、議案第１１号「会計年度任用職員

の報酬等に関する条例」について申し上げ

ます。 

  委員より、この条例の制定によって、会

計年度任用職員へ移行する職員はいるのか

との質疑があり、事務局より、この条例の

制定の目的は、育児休業を取得した職員が

いた際などに対応するためとなっている。

今後そのような状況となったら対応してい

くことになるとの説明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく原

案どおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

  次に、議案第１２号「職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例」につ

いて申し上げます。 

  本案は質疑、討論はなく、採決の結果、

全員異議なく原案どおり可決すべきものと

決定いたしました。 

  次に、議案第１３号「令和４年度蕨戸田

衛生センター組合会計補正予算（第１

号）」中、当委員会所管事項について申し

上げます。 

  本案は質疑、討論はなく、採決の結果、

全員異議なく原案どおり可決すべきものと

決定いたしました。 

  以上をもちまして、総務常任委員会に付

託を受けました案件についてのご報告を終

わります。 

○峯岸義雄議長 続きまして、業務常任委員

会委員長 ７番 大石圭子議員。 

〔７番 大石圭子議員 登壇〕 

○７番 大石圭子議員 ただいまから業務常

任委員会委員長報告を行います。 

  去る１１月１４日の本会議において、当

委員会に付託されました案件について、そ

の審査の経過概要と結果についてご報告申

し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、認定

１件、予算案１件であります。 

  最初に、認定第１号「令和３年度蕨戸田
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衛生センター組合会計歳入歳出決算認定に

ついて」中、当委員会所管事項について申

し上げます。 

  審査に当たりましては、説明を省略し、

目別に質疑に入りました。 

  まず、第１目清掃総務費について委員よ

り、分析委託について、令和３年度の分析

の回数変更の理由について、また分析回数

の決定について質疑があり、事務局より、

分析の回数については、例年同じ回数で実

施しているが、令和３年度に限っては、基

幹的設備改良工事に伴う運転サイクルの変

更により、排ガスの分析を１２回から９回

に変更したとの説明がありました。 

  次に、第２目塵芥処理費について委員よ

り、需用費の薬品費などについて、令和３

年度中、原材料の値上げなどによる影響が

あったか、また今後の対策についての質疑

があり、事務局より、薬品費については、

多くの種類の薬品の中で価格が上昇したも

のもあるという状況であり、今後は社会情

勢等による価格変動に注視し、必要な薬品

等を確保するよう予算等で取り組んでいく

との説明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、認定第１号中、

当委員会所管事項について、全員異議なく

認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第１３号「令和４年度蕨戸田

衛生センター組合会計補正予算（第１

号）」中、当委員会所管事項について申し

上げます。 

  審査に当たりましては、説明を省略し、

目別に質疑に入りました。 

  第４目リサイクル促進費について、委員

より、時間外手当超過分の時間と人数の内

訳について質疑があり、事務局より、１人

１時間当たり２，３１０円、時間は延べ

３２０時間となる。人数の内訳は、ペット

ボトルラインが対象で５人から８人で運転

を行うということから積算しているとの説

明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、議案第１３号中、

当委員会所管事項について全員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

  以上をもちまして、業務常任委員会に付

託を受けました案件についてのご報告を終

わります。 

○峯岸義雄議長 以上をもって、各委員長の

報告は終わりました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○峯岸義雄議長 委員長報告に対する質疑通

告受付のため、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１９分休憩 

午前１０時１９分再開 

 

◎再開の宣告 

○峯岸義雄議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎委員長報告に対する質疑 

○峯岸義雄議長 これより各委員長報告に対

する質疑に入ります。 

  ただいまのところ、質疑の通告はありま

せん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○峯岸義雄議長 討論通告受付のため、暫時

休憩いたします。 
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午前１０時２０分休憩 

午前１０時２０分再開 

 

◎再開の宣告 

○峯岸義雄議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎討論、採決 

 ○認定第１号の採決－認定 

 ○議案第１０号の採決－可決 

 ○議案第１１号の採決－可決 

 ○議案第１２号の採決－可決 

 ○議案第１３号の採決－可決 

○峯岸義雄議長 これより討論、採決に入り

ます。 

  認定第１号「令和３年度蕨戸田衛生セン

ター組合会計歳入歳出決算認定について」、

討論の通告がありませんので、討論を終結

いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本認定に関する各委員長の報告は、認定

であります。 

  本認定を各委員長の報告のとおり認定す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本認定は各委員長の報告のとお

り認定することに決定いたしました。 

  次に、議案第１０号「蕨戸田衛生センタ

ー組合職員の定年等に関する条例等の一部

を改正する等の条例」について、討論の通

告がありませんので、討論を終結いたしま

す。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する委員長の報告は原案可決で

あります。 

  本案を委員長の報告のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第１１号「会計年度任用職員

の報酬等に関する条例」について、討論の

通告がありませんので、討論を終結いたし

ます。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する委員長の報告は原案可決で

あります。 

  本案を委員長の報告のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第１２号「職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例」につ

いて、討論の通告がありませんので、討論

を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する委員長の報告は原案可決で

あります。 

  本案を委員長の報告のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第１３号「令和４年度蕨戸田

衛生センター組合会計補正予算（第１

号）」について、討論の通告がありません

ので、討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する各委員長の報告は、原案可

決であります。 

  本案を各委員長の報告のとおり決定する
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ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は各委員長の報告のとおり

原案を可決することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会中の継続審査事項の委員会付

託 

○峯岸義雄議長 次に、議会運営委員会委員

長から会議規則第１１１条の規定により、

お手元に配付の閉会中継続審査事項表のと

おり、閉会中の継続審査の申出があります。 

  お諮りいたします。 

  本件は申出のとおり、閉会中の継続審査

に付することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本件は申出のとおり閉会中の継

続審査に付することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会の宣告 

○峯岸義雄議長 以上をもちまして、本定例

会の日程は全部終了いたしました。 

  これをもって、令和４年第４回蕨戸田衛

生センター組合議会定例会を閉会いたしま

す。 

  お疲れさまでした。 

午前１０時２４分閉会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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